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清 水 高 校 生 模 擬 議 会

高 校 生 議 員13名 がが 一 般 質 問
清水高校の3年生13名が「総合的な探究の時間『社会探求』」の学習の一環として、11月４日、本会

議場で模擬議会に臨みました。
町議会の疑似体験を通じ、町政に対する提案などを発表する機会を提供することにより、本町の将来

を担う高校生の社会や政治に対する参加意識の向上を図るとともに、本町の議会やまちづくりに関する
理解、関心を深めることを目的として、令和２年度から実施し今回で６回目の取り組みとなります。

事 前 学 習 ・ リ ハ ー サ ル昨年までは事前学習1回とリハー

サル1回でしたが、今年からは議

会運営委員、全議員との事前学

習に加え、本番後の事後学習も

実施し、より充実した学びの機

会としました。

高校生だからこそ見える

町の課題について質問したい！

どうしたらより良い

町になるだろう？

４グループに分かれ、これまで

の学習成果をどのように一般質

問へ繋げていくか、一般質問の

基本を学びながら、模擬議会に

向けて準備を進めました。

● 令和７年９月２日
〇 事前学習①（議会運営委員）

生徒の作成した一般質問素案を

基に、町に提出する成案づくり

へ向け、議員からのアドバイス

を行いました。

● 令和７年９月３０日
〇 事前学習②（議員全員）

模擬議会のリハーサルを行い、

当日の進行を確認した後、再質

問の内容を検討しました。

● 令和７年１０月２８日
〇 事前学習③（議員全員）

\ 新たな取り組み /

質問台に立つと緊張す

るけど、学習の成果を

発揮するぞ！

! !

相手に分かりやすく

聞くのが難しい！

こんなふうに質問する

のはどうだろう？

より深く議論するためには

どんな再質問がいいかな？
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模 擬 議 会 本 番 (11月4日 )

宮
間 健年 議員

通学路の雑草が原因で事故になりかけた経験があります。
歩道の環境整備と、注意喚起の看板を設置して欲しいと考えますが、町として対応は可能ですか？

Q

太
田 匠威 議員

町道の雑草は、市街地は道路清掃専用車両、農村部は年2回路肩と法面の草刈りで対応しています。苦情への対応
として、必要に応じて職員が草刈りを行うことはありますが、人員不足が課題です。歩道の環境整備や注意喚起
看板は、関係課等と協議し検討します。

A

伊
部 泰成 議員

▷▷「登下校ルートの整備について」

大
矢 胡桃 議員

南４条３丁目、南７条６丁目では街灯が暗く事故や犯罪の不安があります。安全な歩行環境確保のため、街灯の LED 化を

危険度の高い通学路や生活道路から優先的に進める考えと、現在の整備状況を伺います。
Q

町内には約1,500基の街灯があり、約６割が LED 化されています。球切れ修繕時に LED へ交換しているが、通学路や要望箇

所では年間10基程度の増設も実施しています。ソーラー型は光量不足のため導入していません。
A

小
菅 天姫 議員 薄

木 沙和 議員

▷▷「通学路・生活道路の安全確保に向けた
　　　　街灯の新設及び更新について」

梶
谷 楓 議員

近年スズメバチが増加し、清水高校前の街路樹でも巣が確認されました。通学時の安全確保のため、街路樹の点検や老朽木

の調査、発生防止策について町の考えを伺います。
Q

町管理の街路樹は約260本あり、職員の巡回や年1回の剪定作業の点検で安全確認を行っています。危険度の高い
樹木は計画的に伐採します。高校前の街路樹道管理ですが、ハチの巣を作らせない環境維持が重要と考えています。

A

森
田 奏音 議員 谷

津 海斗 議員

岡
田 友 議員

清水高校は特色ある教育を行っており、地域にとって欠かせない存在ですが、少子化で入学者が減少しています。地方から

の入学促進に向け、受け入れ体制や生活支援、補助制度について町長の考えを伺います。
Q

地域みらい留学やアイスホッケーで入学実績はあるものの、受け入れ体制には課題があります。今後コーディネーター配置

を検討します。今年度より町外からの通学費用一部助成を行いましたが、「学校の魅力化」向上のため、町内在住の生徒へ

の支援策を検討していきます。

A

北
川 太陽 議員 嶋

田 義士 議員

▷▷「スズメバチ駆除について」

▷▷「北海道清水高等学校の地域みらい留学、
　　　　アイスホッケー等の生徒受入に伴う考え方について」

事 後 学 習

議会運営委員から当日の講評を

聞き、感想や反省点についてグ

ループごとに討議、発表しました。

● 令和７年11月11日
〇 事後学習（議会運営委員）

\ 新たな取り組み /

※一般質問、答弁は要約しています。 全文はホームページをご覧ください。

今後も議会に興味を

持ってもらえれば嬉

しいです！

議長！

大
村 希彩 来議員
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今、清水町議会では
　　「議員定数・報酬」「議員定数・報酬」のあり方のあり方
　　　　　　　　　　　　を議論しています ‼を議論しています ‼

1

〇現状
　議員定数は、平成17年に「18名」から「13名」に削減して以降、20年近く改正されていません。この間の

人口減により議員１人当たりの人口は、約「813人」から約「663人」（12月末現在）まで減少しています。

また、報酬については平成 20 年に現行の「月額 183,000 円（年額約 303 万円）」に削減（十勝管内 18 町村

中 15 番目と低い状況）して以降改正されていません（それ以前の最高額は平成 14 年の「月額 211,000 円」）。

この措置は本町の危機的な財政悪化による「行財政改革」を実施した際行ったもので、その後職員給与等は回

復していますが、議員報酬は改正されていません。

〇議員からの要請、議会運営委員会への諮問

　令和５年１月に議員選挙が実施されましたが、その後２月に複数の議員から山下議長に対して「議員定数の

見直し」について議論して欲しいとの要請がありました。

　協議の結果、特別委員会は設置せずに「議会運営委員会」において「報酬」と併せて検討することとし、議

長から橋本晃明議会運営委員長に検討を諮問しました。その後、委員会では「定数・報酬」以外の「議会活性化」

に関わる項目も検討をしてきましたが、次期改選に向け昨年４月以降は「定数・報酬」について集中的に検討

を行ってきました。

議論している理由は

2

１　意向調査

　　検討に先立ち、全議員の意向を調査しました。「報酬」については全議員が「増額」が望ましいとした一方、

　「定数」については「現状維持」（７名）と「削減」（６名）で意見が拮抗していました。

２　報酬

　本会議・予算決算委員会＝１日（８時間）、常任委員会・議会運営委員会・全員協議会等＝半日（４時間）、

管外への派遣・出張＝ 1 日（８時間）、管内への派遣・出張、視察受け入れ、意見交換会＝半日（４時間）、

町内の派遣・出張、町内行事＝ 1/4 日（２時間）、議員個人の日常活動（調査・情報収集、住民からの相談等）

＝年間 48 日と定め、令和６年度全ての議会活動にあてはめて時間数を算出しました。それらを総合計する

と「年間 105」日となり、町長の活動日数「305 日（365 日－ 60 日（土日・祝日 120 日の半分））と比較し

たところ「34％」の活動量となり、その率を町長報酬額（700,000 円）に掛けて算出しました。

　なお、議長報酬は 1.5 倍、副議長報酬は 1.2 倍、委員長報酬は 1.1 倍としました。

３　定数

　定数削減した場合の「メリット」「デメリット」について、以下の視点で議論して論点整理を行いました。

　①地域や住民の多様な課題・意見の議会反映の視点

　②議会における行政へのチェック機能・政策の質の維持の視点

　③若者や女性、新人の立候補のしやすさの視点

　④議員定数の検討における委員会の在り方の視点

　⑤議員定数の根拠をどこに求めるかの視点

　その他、「議会の役割」「議会力の向上・議員の資質向上策」「議員のなり手不足の視点」「議会活性化の方向性」

「議員活動の見える化」などについても併せて整理を行いました。

議会運営委員会における検討経過

〇 議員個々の研鑽で資質を向上し、活動を活発化（そ
のための研修等の充実を図る）することにより、
住民の多様な要望に応えることは可能

〇 報酬増による若い世代の立候補の促進
〇 委員会定数は「１名削減」でも対応可能

　定数削減した場合の「メリット」「デメリット」について、以下の視点で議論して論点整理を行いました。

議会における行政へのチェック機能・政策の質の維持の視点

▶▷▶▷
検討経過の詳細（町民との意見交換会
資料）は議会 HP をご覧ください。

特特
集集

pick up!
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〇議会運営委員会からの答申（検討結果）
　協議を重ねた結果、昨年11月議会運営委員会から、議長に対し次のとおり報告（答申）しました。

〇全員協議会での議論　
　答申を受け、議長は全員協議会に報告、全議員で議論しました。　▶▷▶▷

（１）「議員報酬」の増について　各議員からの異論なし

（２）「議員定数」の削減について

　各議員からは、以下のような意見が出されました。

→「定数減で町民との接点を持つ議員の減少により、町民の声を拾えなくなるし、町民も声を上げる場がな

くなる。」「議員それぞれのネットワークを失い町民にとって損失である。」

→「定数減の分を議員個々の研鑽と活発化では対応できない。」「議員は得手不得手の分野があり、（現状の

数で）得意分野を総合して、行政のチェック機能・政策の質の維持できるのではないか。」

→「立候補へのハードルが上がり、新人の参入がしづらくなり、農村など地域代表議員が減少する」

→「（委員会では）それぞれの得意分野を補完することで、委員会が成り立っていると考えれば、定数を減

らすことで支障がでる。」

→「（資質の向上について）定数減により個々の議員の責務が発揮されない。」

　→「議員一人当たりの人口は（定数減とする）根拠とならない。「報酬を上げる代わりに定数削減という考　　  　

　　　えはあってはならない。」「他の自治体との比較で本町も定数減できるというのはナンセンスである。」

（３）議会活性化・資質向上のための方策について

　　各議員から議員定数・報酬を考える前提として、「議会活性化・議会力向上を図るべき。」「議員の資質向

　上を図る方策を検討すべき。」との意見が出され、その方策として議長からは「研修機会の充実」「町民との

　意見交換会等の充実」「広報・町民への説明機会の充実」「議員間の協議の場の確保・充実」などについて取

　り組む必要性を示しました。

3 答申内容と全員協議会での協議

〈議員定数〉次期改選期（令和９年１月）より、議員定数を２名削減する。（13 名⇒ 11 名）
〈議員報酬〉次期改選期（令和９年１月）より、「議長報酬 357,000 円」（＋ 82,000 円）、

「副議長報酬 286,000 円」（＋ 67,000 円）、「委員長報酬 262,000 円」　（＋ 67,000 円）、
「議員報酬 238,000 円」（＋ 55,000 円）に改定する。

答申内容及び議論の詳細
（町民との意見交換会資料）

は議会 HP をご覧ください。

4 定数改正は「町民との意見交換会」での意見を踏まえ、３月定例会で採決へ

２月３日、５日に「議員定数と報酬」をテーマに町民の皆さんと意見交換を行いました。

〇定数については、これまでの議論で議会として「一本化した案」はできていません。意見交換会で出され

　たご意見を議会運営委員会でまとめた後、全員協議会を開催し最終の協議を行います。この協議において、

　議会として「まとまった案」ができるかどうかは、現時点では不透明ですが、まとまらない場合も、議員有

　志による「定数条例改正案」の発議による採決が想定されます。

〇報酬については、町長に対し「報酬等審議会」へ「改定案」どおりに諮問を行い、答申を経て改正条例を提

　案するよう要請します。

今後の定数改正の流れ（想定）

全員協議会
で最終協議

協議がまと
まった場合

仮）議運委員
による発議 採決

（可決されれば、
新たな定数）

協議がまとま
らない場合

仮）議員（有志）
による発議
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第６回臨時会
（令和７年11月）審議結果

件名 審議結果

報告第５号 専決処分の報告について［損害賠償の額の決定及び和解］ 報告済

議案第68号 専決処分の承認を求めることについて［令和７年度一般会計補正予算（第７号）］ 承認

議案第69号
清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の
制定について

原案可決

議案第70号 常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第71号 　清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第72号 　第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
　の制定について 原案可決

議案第73号 　第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第74号 　令和７年度清水町一般会計補正予算（第８号）の設定について 原案可決

議案第75号 　令和７年度清水町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の設定について 原案可決

議案第76号 　令和７年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）の設定について 原案可決

議案第77号 　令和７年度清水町介護保険特別会計補正予算（第３号）の設定について 原案可決

議案第78号 　令和７年度清水町水道事業会計補正予算（第３号）の設定について 原案可決

議案第79号 　令和７年度清水町下水道事業会計補正予算（第２号）の設定について 原案可決

議案第80号 　工事請負契約の締結について［アイスアリーナ冷却器更新工事］ 原案可決

審 果結議令 和 ７ 年 第 ６ 回 臨 時 会
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件名 審議結果

議案第83号 令和７年度清水町一般会計補正予算（第９号）の設定について 原案可決

議案第84号 令和７年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第４号）の設定について 原案可決

議案第85号 令和７年度清水町介護保険特別会計補正予算（第４号）の設定について 原案可決

議案第86号 令和７年度清水町水道事業会計補正予算（第４号）の設定について 原案可決

議案第87号 　令和７年度清水町下水道事業会計補正予算（第３号）の設定について 原案可決

請願第20号 食料・農業・農村政策確立に関する予算の拡充等を求める請願 総務産業常任委員会
へ付託・採択

議案第89号 　令和７年度清水町一般会計補正予算（第 10 号）の設定について 原案可決

議案第81号 　清水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に
　基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第82号 　清水町営育成牧場草地改良施設設置及び牧野管理条例の一部を改正する条例の制定
　について 原案可決

議案第88号 　第６期清水町総合計画基本構想の変更及び後期基本計画の策定について 原案可決

意見案第９号 　食料・農業・農村政策確立に関する予算の拡充等を求める意見書 原案可決

令 和 ７ 年 第 ７ 回 定 例 会

第７回定例会
（令和７年12月）



7 清水町議会だより
№184　2026年2月

第７回定例会
（令和７年12月） 審議結果

12月
定例会

令和７年第７回定例会は、12月５日から16日までの
　11日間の会期で開かれました。

12月定例会の流れ

01

初日（12/5）
補正予算（原案可決）・
請願（総務産業常任
委員会に付託）

委員会審査報告・採択
（12/11）

一般質問
（12/11～12）

6名10項目の質問
（ 関 連 記 事 　 9ペ ー

ジから15ページ）

本
会
議

総務産業常任委員会
厚生文教常任委員会

（12/5）
付託された案件を審査
所管事務調査の申出
について審議

02
委
員
会 05

本
会
議03

本
会
議

最終日（12/14）
補正予算（原案可決）・
条例改正（原案可決）・
第６期総合計画基本構
想の変更及び工期基本
計画の策定（原案可決）・
意見案（原案可決）

件 　　　名 提　出　者 審査委員会  委員会
結果

本会議での
結果と措置

食料・農業・農村政策確立に
関する予算の拡充等を求める
請願

清水町農民連盟
　　　　執行委員長　大槻　悟 総務産業 採　択 採　択

意見書を提出

12月定例会前に受理した町民からの請願は１件でした。
　常任委員会に審査を付託した結果、次のとおり決定しました。

請 願 審 査 の 結 果

意
見
書

▼
食
料
・
農
業
・
農
村
政

策
確
立
に
関
す
る
予
算
の

拡
充
等
を
求
め
る
意
見
書

（
一
部
抜
粋
）

持
続
可
能
な
食
料
・
農
村

政
策
の
確
立
に
向
け
て
、
下

記
事
項
を
要
望
い
た
し
ま
す
。

①
食
料
安
全
保
障
の
確
保
の

観
点
か
ら
、
国
内
自
給
を
基

本
と
し
た
農
業
生
産
の
増
大

を
図
り
、
食
料
の
安
定
的
な

供
給
に
向
け
た
生
産
体
制
の

確
立
及
び
農
地
基
盤
の
強
化

な
ど
、
経
営
安
定
に
資
す
る

農
業
政
策
の
確
立
を
求
め
る

と
と
も
に
既
存
農
業
予
算
の

拡
充
・
強
化
を
図
る
こ
と
。

　

ま
た
、
食
料
・
農
業
・
農

村
政
策
の
施
策
実
現
に
必
要

か
つ
十
分
な
予
算
を
別
途
措

置
す
る
こ
と
。

②
米
国
と
の
相
互
関
税
で

は
、
経
済
停
滞
や
農
業
分
野

へ
の
影
響
を
回
避
す
る
対
策

を
早
急
に
講
ず
る
と
と
も

に
、
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
な
ど
の
国

際
貿
易
協
定
は
、
段
階
的
な

関
税
率
の
削
減
や
輸
入
枠
の

拡
大
な
ど
で
農
産
物
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
た
め
、
今

後
の
加
盟
国
拡
大
に
よ
る
農

業
へ
の
影
響
な
ど
も
勘
案

し
、
国
内
農
業
政
策
の
強
化

に
向
け
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
等
関
連
対

策
予
算
は
継
続
的
に
措
置
す

る
こ
と
。

③
異
常
気
象
で
病
害
虫
の
多

発
や
農
産
物
の
収
量
・
品
質

低
下
な
ど
の
被
害
を
招
い
て

い
る
こ
と
か
ら
、
地
球
温
暖

化
に
対
応
し
う
る
種
子
や
農

業
資
材
の
開
発
な
ど
早
急
に

進
め
る
こ
と
。

　

ま
た
、
ク
マ
や
シ
カ
・
ア

ラ
イ
グ
マ
等
の
鳥
獣
被
害
が

増
加
し
て
い
る
た
め
、
鳥
獣

被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金

の
十
分
な
予
算
の
確
保
の
ほ

か
、
捕
獲
体
制
の
強
化
や
ハ

ン
タ
ー
の
確
保
・
育
成
、
農

地
へ
の
侵
入
防
止
対
策
、
緩

衝
地
帯
の
設
置
な
ど
、
地
域

の
実
情
に
対
応
し
た
対
策
を

講
ず
る
こ
と
。

討論

　討論とは、議会の会議において、表決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することを言います。
その討論の内容も踏まえて、採決に進みます。

● 清水町営育成牧場草地改良施設設置及び牧野管理条例の
　　　　　　　　　　　　　　　一部を改正する条例の制定について議案第82号に対して討論がありました

町営牧場は赤字であり、受益者負担率が低下している。
今回の使用料改定案では不十分だが、今後は、急激な負
担増を避けつつ、随時見直しによる使用料の適正化を期
待し、提案内容に賛成する。

賛
成

橋本　晃明　議員

総務産業常任委員会
厚生文教常任委員会

（12/11）
所管事務調査の申出
について審議

04
委
員
会
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第 ６ 期 清 水 町 総 合 計 画

基本構想の変更及び後期計画の策定について

こ ん な 質 問 が あ り ま し た。

第 ６

問
ゼロカーボンシティの実現に向けて、前期計画の評価では C 評価（達成に向けて努力が必要）
との検証結果であった。前期計画の反省をどのように後期計画に反映し、ゼロカーボンシテ
ィを進めていくのか。

答
国の情勢の変化や財政上の事情もあり、C 評価となった。ただし、ゼロカーボンを宣言した
町としてまちづくりを進めていく方針は変わらない。全てを一気に進めるのは難しいため、
優先すべきものを慎重に選択し、実施計画を随時見直しながら少しずつ進めていく。実施計
画は毎年の予算編成の中で見直していく。

問
町長の公約では体育館の建設計画を見直すとしているが、後期計画では利用者数の目標が現
在とほぼ同じとなっている。今後どのような使われ方を想定しているのか。また、今後 5 年
間で体育館建設の予定はないのか

答
人口減少が進む中で、前期計画のように高い利用者数を設定することは現実的ではないため、
後期計画では直近数年間の平均をもとに、現在の利用状況を維持することを目標としている。
体育館の建設については、ほかに優先すべき施設整備や政策があり、順位を下げているので、
今後５年間で建設できるかどうかは現状では明確な回答はできない。

問
アイスアリーナは、建設から 30 年以上が経過し、毎年多額の修繕費がかかっている。今後、
アイスホッケー人口の動向を踏まえ、町として将来的にどのようにアイスアリーナを運営し
ていく考えなのか。今後５年間で修繕を続けるのか、大規模改修を行うのかなど、方向性を
定める必要があるのではないか。

答
アイスアリーナは建設から 35 年経過しており、冷却器の更新など大規模な修繕が必要な状況
にある。ただ、アイスホッケーは町の誇りであり、その振興については今後も引き続き力を
入れていく考えであり都度予算を計上して修繕していきたい。公共施設全般においてそれぞ
れ老朽化等の課題がある。財政状況を見ながら町民の皆様の命や生活を守っていくかという
観点で優先順位を判断していく必要がある。

問
町名変更は「十勝清水」を町外の人に知ってもらうことが目的と理解しているが、計画では
ホームページのアクセス数が主な指標となっている。町名変更によって、町の認知や理解が
実際に進んだかどうかを、町として今後どのように確認していくのか。

答

町の認知度を測る指標の一つとして、ホームページのアクセス数は引き続き活用していく。
町名変更は、認知度の向上や経済効果など、町全体への総合的な波及効果を期待して進めて
いるものであり、その効果については一定期間が経過したのちに、総合的な検証が必要だと
考えている。検証にあたっては、認知度調査のアンケートに加え、ホームページのアクセス
数や SNS 登録者数なども活用出来ると思うので、その際には検討したい。

（第７回定例会議案第88号）
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を 問 う ！町 政 一 般 質 問

12月定例会では、６人の議員が10項目にわたり一般質問を行いました。

※１議員最大３項目まで掲載、質問と答弁は要約し掲載しています。

　一般質問の全文はホームページでご覧いただけます。（12月定例会の内容は３月末に掲載予定です）

一般質問とは、議員が町政全般に関して、
執行機関（町長や行政委員会）にその執行
の状況や将来の方針、住民生活に密接に係
わる事項等について質問をすることをいい
ます。　
　清水町議会では１人の質問時間を答弁も
含めて90分以内としています。

一般質問

佐藤 幸一　議員　　10ページ

１ 　帯状疱疹ワクチンの任意接種
者に対する助成について

鈴木 孝寿　議員 　   12ページ

１ 　十勝清水町への町民変更にお
ける考え方について

２　物価高への対応について
３　職員採用と企業との連携の考
　え方について

只野 敏彦　議員　　14ページ

１ 　除雪・排雪について
２　十勝清水町への町名変更につ
　いて

山本 奈央　議員　　11ページ

１ 　町名変更にかかる取り組みに
ついて

中河 つる子　議員 　   13ページ

１ 　今後の除雪体制について

　各議員のページにある「QR コード」
を読み込むと、それぞれ一般質問のや
り取り（YouTube 映像）をご覧にな
れます。

川上　 均　議員 　   15ページ

１ 　英語教育を中心とした国際人
材教育の推進を問う

２　町長の選挙公約実現に向けた
　組織改革及び人材登用の考え方
　について問う

第７回定例会
町政を問う！ 一般質問
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第７回定例会
町政を問う！ 一般質問

新年度においても、町独自で予防接
種の対象者を拡大する考えはない

帯
状
疱
疹
ワ

ク
チ
ン
接
種

に
つ
い
て
は
、
９
月
定
例
会

の
一
般
質
問
に
お
い
て
、
本

町
で
は
、
他
の
定
期
接
種
同

様
、
基
本
的
に
公
費
負
担
は

予
防
接
種
法
の
定
め
る
定
期

接
種
と
考
え
て
お
り
、
現
時

点
で
そ
の
対
象
を
拡
大
す
る

こ
と
は
考
え
て
い
な
い
旨
、

答
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

今
回
、
新
年
度
に
向
け
て

一
定
以
上
の
年
齢
の
任
意
接

種
者
に
対
す
る
助
成
措
置
を

し
て
は
ど
う
か
と
の
質
問
だ

町長

町
長

本
件
は
、
去
る
９
月

定
例
会
で
質
問
し
た

と
こ
ろ
、
任
意
接
種
者
に
対

す
る
町
独
自
の
助
成
は
難
し

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
答
弁
に
対
し
町
民
か
ら

落
胆
の
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
る
。

　

そ
こ
で
新
年
度
に
お
い

て
、町
民
の
命
を
守
る
た
め
、

一
定
の
年
齢
以
上
の
任
意
接

種
者
に
対
す
る
助
成
措
置
を

講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

う
が
、
再
度
町
長
の
考
え
を

伺
う
。

問

佐藤 幸一　議員

佐藤議員の
一般質問全編

帯状疱疹ワクチンの
　　任意接種者に対する
　　　　　　　助成について

が
、
新
年
度
に
お
い
て
も
、

他
の
定
期
接
種
と
の
整
合
性

を
考
慮
し
、
本
町
独
自
で
そ

の
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。

　

な
お
、
帯
状
疱
疹
は
、
高

齢
者
を
中
心
に
罹
患
リ
ス
ク

が
高
く
、
重
症
化
や
長
期
の

疼
痛
な
ど
、
生
活
の
質
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
予
防
接
種

の
重
要
性
は
十
分
に
認
識
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今

後
も
国
の
制
度
改
正
等
を
注

視
し
、
他
の
予
防
接
種
と
同

様
に
、
在
り
方
に
つ
い
て
適

宜
検
討
し
て
い
く
。

【町内各病院で接種ができます！】

・清水赤十字病院（62-2513）
・前田クリニック（62-2032）
・だい内科医院（69-3555）
・御影診療所（67-7320）
　　　　　　※接種には、事前予約が必要です。
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第７回定例会
町政を問う！ 一般質問

町名変更にかかる
　　　　取り組みについて

今後、住民説明会を複数回開催し、
丁寧でわかりやすい情報提供に努める町長

町
名
変
更
の
検
討

に
あ
た
り
、
ど
の
程

度
の
課
題
が
実
際
に
生
じ
て

い
る
の
か
。

　

誤
送
付
や
検
索
の
紛
ら
わ

し
さ
が
あ
る
と
の
説
明
だ

が
、
ど
れ
く
ら
い
の
事
例
が

確
認
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　

十
勝
を
加
え
る
こ
と
で
位

置
が
分
か
り
や
す
く
な
る
と

の
説
明
に
つ
い
て
、
根
拠
が

示
さ
れ
て
い
な
い
中
で
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

　

道
外
の
８
３
０
人
を
対
象

と
し
た
調
査
に
は
「
十
勝
清

水
町
に
変
更
し
た
場
合
の
印

象
」
と
い
う
設
問
が
あ
り
、

町
名
変
更
に
よ
り
影
響
が
出

る
項
目
と
し
て
「
町
の
知
名

度
」
が
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ

問

山本議員の
一般質問全編

山本 奈央　議員

て
い
る
。「
大
き
く
影
響
す

る
」
17
・
２
％
、「
や
や
影

響
す
る
」
38
・
１
％
と
い
う

結
果
に
つ
い
て
、「
や
や
影

響
す
る
」を
ど
の
程
度
の「
影

響
」
と
捉
え
て
い
る
の
か
。

そ
の
読
み
取
り
方
を
ど
の
よ

う
に
整
理
し
て
い
る
の
か
。

　

郷
土
愛
の
醸
成
、
商
品
単

価
の
上
昇
、
移
住
促
進
と
い

っ
た
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て

も
、
効
果
と
の
関
係
は
ど

の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の

か
。

　

議
論
の
進
め
方
に
つ
い

て
、
町
民
か
ら
「
住
民
投
票

の
前
に
ア
ン
ケ
ー
ト
で
意
向

を
確
か
め
て
は
ど
う
か
」
と

い
う
声
が
あ
っ
た
が
、
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

　

町
名
変
更
の
前
段
と
し

て
、変
更
可
能
な
も
の
を「
十

勝
清
水
」に
変
え
て
発
信
し
、

そ
の
効
果
を
検
証
す
る
方
法

に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
る

の
か
。

　

丹
波
篠
山
市
が
８
〜
９
年

か
け
て
市
名
変
更
を
検
討
し

た
事
例
と
比
べ
、
本
町
で
は

１
年
余
り
で
住
民
投
票
を
想

定
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由

を
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い

る
の
か
。「
紛
ら
わ
し
さ
の

回
避
」
を
理
由
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
中
で
、
両
者
の

状
況
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
る
の
か
。

　

住
民
が
判
断
す
る
た
め
に

必
要
な
材
料
・
時
間
・
手
順

に
つ
い
て
、
説
明
資
料
の
提

示
時
期
な
ど
も
含
め
、
検
討

し
や
す
い
環
境
を
ど
の
よ
う

に
整
え
て
い
く
の
か
。

町
と
し
て
は

「
清
水
」
と

い
う
名
称
が
全
国
に
多
数
存

在
す
る
こ
と
か
ら
、
郵
送
物

の
誤
送
付
や
検
索
時
の
紛
ら

わ
し
さ
を
課
題
と
し
て
認
識

し
て
い
る
。
件
数
の
詳
細
な

集
計
は
行
っ
て
い
な
い
も
の

の
、
他
地
域
宛
て
の
文
書
が

届
き
転
送
し
た
事
例
が
確
認

さ
れ
て
お
り
、
一
定
の
紛
ら

わ
し
さ
が
あ
る
と
受
け
止
め

て
い
る
。
ま
た
、
町
の
位
置

説
明
に
お
い
て
は
「
十
勝
」

が
全
国
的
に
浸
透
し
て
お

り
、
自
治
体
名
に
加
え
る
こ

町
長

と
で
伝
わ
り
や
す
さ
が
向
上

す
る
と
考
え
て
い
る
。

　

北
海
道
以
外
の
８
３
０
人

を
対
象
と
し
た
調
査
で
は
、

町
名
変
更
に
よ
り
知
名
度
に

影
響
が
あ
る
と
す
る
回
答
が

一
定
数
あ
り
、「
大
き
く
影

響
す
る
」「
や
や
影
響
す
る
」

と
い
う
結
果
を
踏
ま
え
、
十

勝
清
水
町
と
す
る
こ
と
で
場

所
の
分
か
り
や
す
さ
や
ブ
ラ

ン
ド
力
向
上
に
効
果
が
期
待

で
き
る
と
捉
え
て
い
る
。
郷

土
愛
の
醸
成
、
商
品
価
値
の

向
上
、
移
住
促
進
と
い
っ
た

点
に
つ
い
て
も
、
十
勝
ブ
ラ

ン
ド
と
の
結
び
つ
き
が
町
の

存
在
感
を
高
め
、
各
施
策
の

効
果
を
広
げ
る
可
能
性
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　

今
後
の
進
め
方
と
し
て

は
、
住
民
説
明
会
を
複
数
回

開
催
し
、
必
要
に
応
じ
て
出

向
い
て
説
明
す
る
な
ど
、
丁

寧
で
わ
か
り
や
す
い
情
報
提

供
に
努
め
る
。
住
民
投
票
前

の
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
は
現
時

点
で
は
予
定
し
て
い
な
い

が
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
今

後
の
進
め
方
の
参
考
と
し
て

い
く
考
え
で
あ
る
。

清水町のカントリーサイン
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清
水
町
の
認
知
度

の
調
査
結
果
が
出

て
、
本
町
の
認
知
度
が
全
国

的
に
低
く
埋
没
し
て
い
る
こ

と
が
明
確
に
記
さ
れ
た
結
果

と
な
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え

人
口
減
少
時
代
に
お
け
る
持

続
可
能
な
地
域
に
し
て
い
く

の
か
が
、
明
確
な
課
題
に

な
っ
た
。
今
後
、
町
民
の
判

断
と
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
だ

が
、判
断
材
料
に
つ
い
て
は
、

町
民
に
そ
の
情
報
の
詳
細
を

提
示
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

と
考
え
る
。
そ
の
上
で
調
査

結
果
が
出
た
中
で
、
以
下
を

含
め
、町
長
の
考
え
を
伺
う
。

①
十
勝
の
名
称
を
使
う
こ
と

に
管
内
自
治
体
の
反
応
に
つ

い
て 問

十勝清水町への町名変更
　　　における考え方について

企業との意見交換を丁寧に行い、
支援を検討していく町長

②
清
水
町
内
の
事
業
者
及
び

団
体
の
反
応
に
つ
い
て

③
現
在
寄
せ
ら
れ
て
い
る
意

見
の
内
容
に
つ
い
て

④
町
民
生
活
で
現
在
考
え
ら

れ
る
問
題
点
に
つ
い
て

⑤
特
に
規
模
の
大
き
い
企
業

に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て

⑥
十
勝
清
水
町
と
い
う
名
に

変
更
し
た
場
合
の
最
大
の
メ

リ
ッ
ト
に
つ
い
て
伺
う
。

管
内
自
治
体

の
首
長
と
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
中
で

好
意
的
な
ご
意
見
を
い
た
だ

い
て
い
る
。
ま
た
、
町
内
Ｊ

Ａ
・
商
工
会
・
観
光
協
会
等

か
ら
は
賛
成
し
応
援
い
た
だ

け
る
意
向
を
伺
っ
て
い
る
。

今
後
は
事
業
者
の
皆
様
に
は

不
安
が
な
い
よ
う
丁
寧
な
説

明
を
し
て
い
く
。

　

団
体
懇
談
や
地
域
懇
談
に

お
い
て
好
意
的
な
意
見
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
一

方
で
、
か
か
る
費
用
を
道
の

駅
等
の
施
策
に
使
う
べ
き
と

町
長

の
声
も
あ
る
。

　

町
民
生
活
の
中
に
お
け
る

問
題
点
は
、
文
字
数
が
増
え

る
煩
わ
し
さ
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、住
民
票
や
戸
籍
、

保
険
証
、
不
動
産
登
記
表
示

の
公
的
書
類
は
官
庁
に
お
い

て
変
更
処
理
を
す
る
た
め
、

大
き
な
手
間
や
問
題
を
お
掛

け
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。
特
に
大
き
な
企
業

に
お
い
て
は
、
住
所
表
示
や

商
品
表
示
の
変
更
に
費
用
負

担
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ

り
、
各
企
業
と
意
見
交
換
を

丁
寧
に
行
い
、
支
援
を
検
討

し
て
い
く
。

　

最
後
に
、
全
国
に
多
数
あ

る
清
水
と
い
う
名
称
か
ら
十

勝
清
水
に
変
更
す
る
事
に
よ

り
、
北
海
道
に
あ
る
自
治
体

と
し
て
の
認
知
度
が
向
上

し
、
魅
力
あ
る
本
町
の
生
産

物
の
価
値
を
高
め
、
移
住
定

住
や
ふ
る
さ
と
納
税
に
も
波

及
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

町
民
が
誇
れ
る
清
水
町
と
な

る
た
め
の
は
じ
ま
り
と
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

鈴木議員の
一般質問全編

鈴木 孝寿　議員

物
価
高
へ
の
対
応
に
つ
い
て

生
活
者
支
援
に
加
え
、
事
業
者
支
援
も

検
討
す
る

町
長

本
年
度
、
物
価
高

対
策
と
し
て
水
道

料
金
基
本
料
の
免
除
を
行
っ

た
。
今
般
政
府
か
ら
物
価
高

対
策
と
し
て
お
こ
め
券
を
含

め
た
対
策
の
補
助
が
あ
る

が
、
町
と
し
て
今
後
ど
の
よ

う
な
物
価
高
対
策
を
し
て
い

く
か
伺
う
。

問

物
価
高
騰
へ

の
支
援
を
目

的
と
し
た
重
点
支
援
地
方
交

付
金
の
拡
充
が
盛
り
込
ま
れ

町
長

た
中
で
、
令
和
６
年
よ
り
も

増
額
さ
れ
る
見
通
し
で
あ

る
。
そ
の
上
で
、
生
活
者
支

援
に
加
え
事
業
者
支
援
も
検

討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

水
道
料
金
基
本
料
の
免
除
も

含
め
、
種
々
の
手
法
を
検
討

し
て
い
く
。
お
こ
め
券
に
つ

い
て
は
、
様
々
な
リ
ス
ク
も

考
慮
し
、
お
こ
め
券
だ
け
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
食

料
品
の
物
価
高
騰
対
策
の
事

業
を
早
急
に
検
討
・
実
施
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。



清水町議会だより
№184　2026年２月13

第７回定例会
町政を問う！ 一般質問

高
齢
化
も
進
み
、

雪
が
降
っ
た
時
に

住
民
は
除
雪
に
苦
労
し
て
い

る
。
一
方
、
除
雪
作
業
を
委

託
さ
れ
て
い
る
業
者
も
運
転

手
の
高
齢
化
、
人
手
不
足
な

ど
の
中
で
、
業
務
を
こ
な
し

て
い
る
と
聞
く
。

　

町
は
苦
情
の
多
い
除
雪
に

対
応
す
る
た
め
に
、
今
後
も

継
続
し
て
除
雪
体
制
が
維
持

で
き
る
よ
う
、
若
年
者
の
雇

用
や
育
成
に
つ
い
て
対
策
を

講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う

が
、
町
長
の
考
え
を
伺
う
。

（
１
）
町
の
除
雪
担
当
者
に

お
け
る
若
年
者
の
雇
用
と
育

成（
２
）
委
託
業
者
に
お
け
る

若
年
者
の
雇
用
と
育
成
に
対

す
る
助
成

問

町所有機械の計画的更新や免許
取得支援などを検討する

町長

町
で
は
、
現

在
６
名
の
職

員
で
委
託
業
者
と
と
も
に
除

雪
作
業
を
行
っ
て
お
り
、
町

の
除
雪
担
当
者
の
作
業
は
、

各
路
線
の
作
業
状
況
の
パ
ト

ロ
ー
ル
、
業
者
が
回
り
き
れ

な
い
路
線
や
緊
急
対
応
部
分

の
除
雪
、
市
街
部
や
通
学
路

等
の
歩
道
除
雪
、
除
雪
が
終

了
し
た
路
線
の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
の
拡
幅
除
雪
や
交

差
点
の
処
理
作
業
、
車
両
で

今後の除雪体制について

町
長

作
業
で
き
な
い
部
分
の
手
押

し
除
雪
機
で
の
作
業
、
交
差

点
部
の
滑
り
止
め
の
砂
散
布

と
な
っ
て
い
る
。
職
員
の
年

齢
は
40
歳
代
が
１
名
、
50
歳

代
が
３
名
、
60
歳
代
が
２
名

で
、
作
業
免
許
保
持
者
の
確

保
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
て

お
り
、
現
人
員
の
意
向
等
を

確
認
し
な
が
ら
、
人
員
の
確

保
に
努
め
る
。

　

委
託
業
者
に
お
け
る
若
年

者
の
雇
用
と
育
成
に
対
す
る

助
成
に
つ
い
て
は
、
現
在
９

社
の
業
者
が
２
つ
の
ブ
ロ
ッ

ク
で
企
業
体
を
組
み
作
業
を

行
っ
て
い
る
。
各
業
者
と
も

作
業
機
械
の
老
朽
化
と
人
員

の
確
保
に
苦
慮
し
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
。こ
の
た
め
、

町
で
は
所
有
機
械
を
計
画
的

に
更
新
し
業
者
に
提
供
し
て

い
く
こ
と
や
、
大
型
特
殊
免

許
取
得
費
用
の
一
部
助
成
な

ど
を
検
討
し
、
若
年
人
員
の

確
保
等
、
持
続
可
能
な
除
雪

体
制
づ
く
り
を
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

中河議員の
一般質問全編

除雪作業車

中河 つる子　議員
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除雪・排雪について

一部業者の廃業は把握しているが、時間・
人員・財源の制約から町が間口等の除
排雪を実施する考えはない

今
年
、
商
店
街
や
家

庭
の
除
雪
・
排
雪
を

行
っ
て
い
た
業
者
が
廃
業
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
方

は
商
店
街
や
個
人
宅
等
を
除

雪
・
排
雪
さ
れ
、
料
金
も
安

か
っ
た
の
で
多
く
の
方
が
助

か
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
、
今
後
、
町
の
中
は
雪

山
が
多
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
心
配
し
て
い
る
。

　

町
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う

な
状
況
に
な
っ
た
時
に
は
除

雪
・
排
雪
の
対
応
を
行
う
考

え
が
あ
る
の
か
伺
う
。

問

質
問
の
あ
っ

た
商
店
や
個

人
等
が
個
別
に
契
約
し
て
除

排
雪
業
務
を
実
施
し
て
い
た

一
部
の
業
者
が
廃
業
す
る
話

は
伺
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

代
わ
っ
て
、
町
が
毎
回
間
口

等
の
除
排
雪
を
実
施
す
る
こ

と
は
、
時
間
や
労
働
力
、
財

源
等
の
問
題
か
ら
考
え
て
い

な
い
。

十勝清水町への町名変更について
町名変更に伴うコスト等は住民説明会に示し、
住民投票の結果は民主主義の理念に基づき従っていく町長

只野議員の
一般質問全編

町
名
変
更
に

伴
う
行
政
コ

ス
ト
は
４
千
万
円
以
上
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し

て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
民

間
事
業
者
等
の
コ
ス
ト
に
関

し
て
も
、
令
和
８
年
２
月
実

施
予
定
の
住
民
説
明
会
に
は

概
ね
の
コ
ス
ト
金
額
と
助
成

の
方
法
等
を
示
し
て
い
き
た

い
。

　

ま
た
、
住
民
投
票
の
結
果

は
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
民

主
主
義
の
理
念
の
も
と
そ
の

内
容
に
従
っ
て
い
く
。

町
長

只野 敏彦　議員

町長

町
長

十
勝
清
水
町
へ
の

町
名
変
更
に
つ
い

て
、
次
の
点
を
伺
う
。

（
１
）
町
名
変
更
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
ふ
る
さ
と
納
税

は
何
億
円
程
度
に
な
る
と
想

定
し
て
い
る
の
か
。

（
２
）
町
名
変
更
に
伴
う
町

の
行
政
コ
ス
ト
は
、
ど
の
程

度
に
な
る
の
か
。

（
３
）
町
名
変
更
に
よ
り
、

民
間
事
業
者
の
負
担
と
な
る

コ
ス
ト
は
ど
の
程
度
に
な
る

の
か
。

（
４
）
ふ
る
さ
と
納
税
以
外

の
経
済
効
果
に
は
何
が
あ

り
、
そ
の
効
果
は
ど
の
程
度

を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

（
５
）
住
民
投
票
で
半
数
以

上
が
反
対
な
ら
ば
町
名
変
更

は
行
わ
な
い
考
え
で
よ
い

か
。 問

十勝清水駅看板
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「
す
べ
て
の
子
ど
も

が
英
語
を
話
せ
る

ま
ち
」
と
い
う
町
長
公
約
に

基
づ
き
、
英
語
教
育
を
通
じ

た
国
際
人
材
の
育
成
及
び
グ

ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
と
、

農
業
を
は
じ
め
と
し
た
町
内

の
外
国
人
材
を
教
育
資
源
と

捉
え
、
食
・
労
働
を
学
ぶ
交

流
事
業
と
し
て
の
「
清
水
国

際
サ
ミ
ッ
ト
（
仮
称
）」
実

施
の
考
え
と
、
財
源
に
は
茨

城
県
境
町
の
事
例
を
参
考

に
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
使
途

を
明
確
化
し
た
「
グ
ロ
ー
バ

ル
人
材
育
成
（
仮
称
）」
と

し
て
の
戦
略
的
活
用
に
つ
い

て
考
え
を
伺
う
。

問

デ
ジ
タ
ル
技

術
の
発
展
や

予
測
困
難
な
時
代
に
対
応
す

る
た
め
、
英
語
教
育
に
よ
る

国
際
人
材
育
成
の
推
進
は
必

要
で
あ
る
。
Ａ
Ｅ
Ｔ
配
置
の

充
実
を
図
り
、
町
内
の
外
国

人
技
能
実
習
生
と
の
交
流
を

通
じ
た
多
様
性
へ
の
理
解
を

深
め
る
取
り
組
み
を
今
後
検

討
し
た
い
。

　

ま
た
、
茨
城
県
境
町
の
事

例
や
私
立
校
の
視
察
を
参
考

に
、
幼
児
期
か
ら
の
英
語
環

境
を
充
実
す
る
た
め
に
、
ふ

る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
Ｐ
Ｒ

や
開
発
を
強
化
し
、
得
ら
れ

た
寄
附
金
を
教
育
環
境
の
充

実
に
充
て
た
い
。

町
長

川上議員の
一般質問全編

授業中の AET

川上　 均　議員

優先度の高い住宅政策では、係新設や横断体制を検討する町長

公
約
の
着
実
な
実

行
に
は
、
現
在
の

役
場
機
構
の
刷
新
が
必
要
で

あ
る
。「
も
ら
え
る
戸
建
制

度
」「
し
み
ず
ラ
ボ
」
な
ど

部
署
横
断
的
な
施
策
を
推
進

す
る
た
め
、
縦
割
り
を
排
し

た
チ
ー
ム
や
専
門
部
署
の
新

設
の
考
え
と
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
を
理
解
し
た
専
門
人
材
の

採
用
や
部
署
を
横
断
し
た
情

報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
導
入
な

ど
に
よ
る
業
務
効
率
化
の
進

め
方
、
職
員
の
意
欲
を
最
大

限
に
活
か
す
適
材
適
所
の
配

置
の
進
め
方
に
つ
い
て
考
え

を
伺
う
。

問

行
政
課
題
の

変
化
や
業
務

量
の
増
加
に
対
応
し
、
業
務

の
効
率
化
に
よ
る
住
民
サ
ー

ビ
ス
向
上
に
向
け
、
機
構
改

革
は
必
要
に
応
じ
て
検
討
す

る
。
ま
た
、
現
状
の
職
員
数

を
考
慮
し
、
大
規
模
な
組
織

改
編
は
直
ち
に
は
行
な
う
考

え
は
な
い
が
、
優
先
度
の
高

い
住
宅
政
策
（「
も
ら
え
る

戸
建
制
度
」
等
）
は
、
次
年

町
長

町長の選挙公約実現に向けた組織改革及び
人材登用の考えについて問う

英語教育を中心とした
国際人材教育の推進を問う

ふるさと納税を活用して、幼児期からの
英語教育の環境充実を図る町長

度
に
「
係
」
の
新
設
や
必
要

に
応
じ
た
部
局
横
断
的
な
チ

ー
ム
を
検
討
す
る
。

　

民
間
企
業
と
の
連
携
に
よ

る
職
員
派
遣
の
受
け
入
れ
な

ど
に
よ
り
、
専
門
人
材
の
確

保
と
業
務
の
効
率
化
を
進

め
、
職
員
が
ス
キ
ル
を
最
大

限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
研
修

の
充
実
や
職
場
環
境
の
整

備
、
面
談
や
人
事
評
価
な
ど

を
通
じ
て
個
々
の
適
性
を
把

握
し
、
意
欲
を
持
っ
て
働
け

る
組
織
づ
く
り
を
目
指
す
。

第７回定例会
町政を問う！ 一般質問
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令和7年11月13日

町営育成牧場は、本町の基幹産業である酪農

の振興に伴い、飼料基盤の確保や規模拡大に伴

う乳牛の育成期間の労力、経費の削減など、基

幹産業の一助とする目的で設置された。

　直近の整備事業として、総事業費約22億円を

かけて、令和元年度から６年度までに実施した

道営公共牧場整備事業が完了し、本委員会とし

て調査を実施した。

町営育成牧場の現状と今後について総 務 産 業
常 任 委 員 会

委 員 会 レ ポ ー ト

【現状と課題及び今後の対応】
　町営育成牧場は、円山団地と北清水団地の２つの団

地からなり、昭和43年から49年にかけて整備し開設さ

れた。現在、牛舎７棟と飼料庫４棟のほか、令和元年

度から６年度までの事業でバンカーサイロを３基整備

し使用している。管理用機械は、トラクター８台があ

り、機械の大型化が進んでいる。今年度よりドローン

３台を導入し、牛の管理への活用を試みている。

　収支状況については、平成30年度までは黒字で、そ

れ以降は赤字が続いている。経費の高騰により経営努

力で賄いきれなくなっていることが原因となっている。

　利用状況については、町内からの預託が100％とな

っており、令和７年度は夏期放牧が1,990頭、冬期舎

飼が1,260頭を承認している。使用料については、現

在管内最安値レベルにあるため、改定の提案を予定している。（第７回定例会にて提案・可決）

　現在、ドローンの活用を進め、事故防止や見回りの効率化を図っているが、牛の細かな状態確認

には人の目が不可欠と認識している。高額な機械更新に悩みながらも、効率と質を保つため、飼料

を自給や収穫作業を自前で行う方針であり、サポートセンターの利用が減ったとのことである。

【まとめ】
　乳牛の頭数は増加し、酪農家は減少している中で、育成牧場の重要性は年々高まっている。一方

で、職員の高齢化、施設の老朽化による修繕・更新費用の増大、使用料の適正化などの課題も明確

になった。今後は、中長期的な視点に立った経営を目指すことが何よりも重要である。

川上委員長 橋本副委員長 桜井委員 佐藤委員 西山委員山本委員 山下議長

\ 総
務

産業常任委員会 /

北清水団地の牛舎

放牧中の円山牧場
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委 員 会 レ ポ ー ト

令和7年11月６日

持続可能な地域医療と町の医療保険財政について厚 生 文 教
常 任 委 員 会

人口減少と高齢化が進む本町における地域医療提供体制の維持と、医療費の増大に伴う医療保

険財政の構造的課題を把握し、議会としての提言に繋げることを目的として実施した。

【地域医療の持続可能性について】
　清水赤十字病院より、新入院患者数および外来

患者数は、人口減少や受診抑制等の影響により減

少傾向にあり、病床稼働率は病床数の削減を行っ

たため一定水準を維持しているが、費用増加と収

益減少が続き、経営環境は依然として厳しい状況

にあるとの説明を受けた。

　また、病院側からは、通常の経済条件下では病

院を維持できる人口規模に達していないこと、町

からの補助金が不可欠であることが示された。

　保健福祉課からは、清水赤十字病院への

切れ目のない運営支援補助に加え、病床を

持つ医療機関に対して、休日夜間の応急診

療報償や、病床・医師確保に関する補助金

を継続して実施していること、特に診療所

への医師確保補助金は、令和６年度から段

階的に縮減しつつも継続していることにつ

いて説明があった。

　町民生活課からは、国民健康保険事業の

現状について、国保の世帯数・被保険者数

は減少が続き、被保険者の高齢化により、一人当たりの医療費が年々増加していることが示さ

れた。これにより、令和６年度には国保税率の改定が行われた。また、令和８年度から「子ど

も分」の支援金支出が始まり、令和12年度には全道統一保険料が導入される見込みであり、今

後も保険料負担の増加が想定される。

【まとめ】
　今回の調査を通じて、清水町における「地域医療の維持」は、町の存続と町民の安心に直結する

きわめて重要な課題であることを再認識した。特に、病院経営の厳しさという構造的課題に対し、

議会と行政が共通認識のもと、短期的対応を超えた持続性ある計画を策定すべきであるとの結論に

至った。

田村委員長 只野副委員長 鈴木委員 中島委員 深沼委員中河委員 山下議長

\ 厚
生

文教常任委員会 /

清水赤十字病院、町保健福祉課、町民生
活課より説明を受ける
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議 会 っ て な あ に ？

新コーナー！

「議会って、なんだかむずかしい…」

そんなイメージをなくすために、議会について

やさしくわかりやすくお届けするコーナーです。

議会を知ることは、まちづくりに関わる第一歩！

まずは知ることから、一緒に始めてみませんか？

議員は、町長が進めるまちづくりやお金の使い方が、町のためになって
いるかを町民の代表として確認する役割があります。　
① 町の仕事を確認する議員は、事業や予算について「本当に必要か」「も
　 っと良くできないか」 を確認し、意見を伝えます。
② 町のルールである条例や予算などについて話し合い、
 　賛成か反対か を決めます（議決）。
③ 町民の声を届ける議員は、町民から聞いた声や気づきを、町全体の 課
　 題として整理し、 議会で伝えます。

議会の役割は「チェック」と「判断」

・一般質問ってなに？
どうやって議会を見に行けるの？

次号185号（5月発行）では…

について掲載しますぜひご覧ください！

NO.3

町長と議会の関係

　　行政のトップ（仕事を進める）

　　　・予算案や計画案を作る

　　　・事業を実行する

　　　・町の行政を運営する

　　町民の代表（内容をチェックする）

　　　・町長が出した案を質
ただ

し、審議する

　　　・必要に応じて修正や反対をする

　　　・町民の声を町政に反映させる

町長と議員はそれぞれ役割の違う、対等な立場です。質疑で町長や担当課長に厳しいこ
とを聞くのは、仲が悪いからではありません。

「なぜこの政策が必要なのか」「お金は適切に使われているか」「町民にとって本当に良
いのか」を確認するための、町民の代わりの質問です。
そのため、緊張感のある関係＝正常な関係と言えます。

町長の役割 議会の役割

条例や予算などの
議案を提出

条例や予算などの
議案について議決
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町村議会議長全国大会
（11/12）

「第69回町村議会議長全国大会」が東京 NHK ホールで
開催されました。約1,700人の町村議会関係者が出席し、
本町からは山下議長が出席しました。

（11月15日～２月14日）

11
月

25日・28日　議会運営委員会

25日・27日　全員協議会

27日　第6回町議会臨時会

12
月

5日・11日・12日・16日
　第7回町議会定例会

5日・11日　総務産業常任委員会

5日・11日　厚生文教常任委員会

5日・11日・12日・16日・26日
　全員協議会

16日・25日　広報広聴常任委員会

18日　議会運営委員会

１
月

7日・21日　議会運営委員会

19日　広聴常任委員会

22日　全員協議会

28日　厚生文教常任委員会
　　　　　　　　　（所管事務調査　町内）

２
月

2日　全員協議会

3日　広報広聴常任委員会

3日　議会報告会と町民との意見交換会
　　　　　　　　　　　　　　（清水会場）

4日　第1回町議会臨時会

5日　　議会報告会と町民との意見交換会
　　　　　　　　　　　　　　（御影会場）
10日　総務産業常任委員会
　　　　　　　　（所管事務調査　音更町）

13日　議会運営委員会

議 会 の う ご き

議会議会 TOPICSTOPICS
トピックストピックス

◇総務産業常任委員会
・清水町の防災体制について
・その他所管に関する事項について
◇厚生文教常任委員会
・英語教育の現状について
・その他所管に関する事項について
◇広報広聴常任委員会
・議会広報紙の編集及び発行について
・その他議会の広報及び広聴に関する事項について
◇議会運営委員会
・議会活性化について
・議会の運営とその諸規定について
・議長の諮問に関する事項について

議会中継を
YouTube で視聴できます

QR コード

【URL】  https://www.youtube.com/
channel/UCqFSzkMm12MoenvpvXcePtA

本町議会の生中継や過去動画は、
ユーチューブにおいて配信しています。
ぜひパソコン、スマートフォンなど
からアクセスし、ご視聴ください。

閉 会 中 の 委 員 会 活 動

第1回臨時議会　会期２月４日

臨 時 議 会 ダ イ ジ ェ ス ト

・補正予算
　清水町一般会計補正予算（第12号）

専決処分１件を承認、物価高騰対応重点地方創
生交付金による事業を盛り込んだ補正予算１件
を原案のとおり可決しました。
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伊藤　ゆう　さん  

清 水 町 民 に
イ ン タ ビ ュ ー

「町内でアルバイトをしながら「町内でアルバイトをしながら

　　　　　　部活動・習い事に奮闘中！」　　　　　　部活動・習い事に奮闘中！」

―
自
己
紹
介
を
お
願
い
し

ま
す帯

広
市
内
の
高
校
に
通
う

高
校
２
年
生
17
歳
で
す
。
部

活
動
は
弓
道
部
に
所
属
し
て

お
り
、
昨
年
か
ら
部
長
を
し

て
い
ま
す
。

―
弓
道
部
に
入
部
し
た
理

由
は

　

見
て
い
て
所
作
が
美
し
く
、

日
本
の
文
化
や
歴
史
に
も
触

れ
る
事
が
出
来
る
と
思
い
、

入
部
し
ま
し
た
。
今
は
練
習

や
各
大
会
に
参
加
し
て
い
て
、

全
体
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と

の
大
変
さ
を
経
験
し
て
い
ま

す
。

｜
毎
日
は
充
実
し
て
い
ま

す
かほ

と
ん
ど
が
部
活
漬
け

の
毎
日
で
す
が
、
休
み
の
日

は
友
達
と
会
っ
て
お
し
ゃ
べ

り
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
３
歳
か
ら
ピ
ア
ノ

を
続
け
て
お
り
、
現
在
発
表

会
に
向
け
て
猛
練
習
中
で
す
。

　

町
内
の
飲
食
店
で
ア
ル
バ

イ
ト
も
し
て
お
り
、
毎
日
と

て
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

｜
将
来
の
夢
は
何
で
す
か

ま
だ
漠
然
と
し
て
い
ま
す

が
、
町
内
に
い
る
皆
さ
ん
に

優
し
く
し
て
い
た
だ
い
て
い

る
の
で
、
私
も
人
に
優
し
く

で
き
る
こ
と
を
仕
事
と
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

｜
町
に
望
む
こ
と
は

町
名
変
更
を
検
討
し
て
い

る
こ
と
は
、
友
達
の
中
で
も

話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
チ

ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
の
大
切

さ
を
日
々
学
校
や
部
活
動
で

体
験
し
て
い
る
の
で
、
元
気

な
町
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、

町
名
変
更
へ
の
挑
戦
は
、
私

も
友
達
も
み
ん
な
期
待
し
て

い
ま
す
。

（
聞
き
手　

広
報
広
聴
常
任

委
員
会　

中
島　

里
司
）

今 号 の 表 紙
新年の季語でもある「はしご乗り」。
清水消防団の出初式では、恒例の伝統
的な技が披露されました。
遠見、腹亀、鯱、肝潰し、膝留め、藤下がり、腕溜
め、谷覗きなど、次々と繰り出されるバランス技や
力技に大きな拍手がわきました。
消防団員の技術と覚悟を目の当たりにして、年が改
まったことを実感しました。
　　表紙担当　広報広聴常任委員会　橋本　晃明

３月６日金
             10：00開会

令和８年３月定例会は、３月６日に開会

を予定しています。

詳細は、３月上旬に発行する新聞チラシ

折込をご覧ください。

ika iG ika i

会だより
清水町議会だより

1212
月
議
会
を
徹
底
解
説
！

月
議
会
を
徹
底
解
説
！

清水高校生模擬議会を開催

清水高校生模擬議会を開催
議員定数・報酬について

議員定数・報酬についてP6～7P6～7
審議結果審議結果

������

3月3月

２０２５年２月発行１２月定例会号

3月3月9月9月6月6月
12月12月

P8P8
総合計画の審査
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P9～15P9～15
町政を問う！6人が一般質問

町政を問う！6人が一般質問P16～17P16～17
所管事務調査委員会報告

所管事務調査委員会報告P18P18
議会ってなあに？
議会ってなあに？
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次 回 の 定 例 会

広報広聴常任委員会では、議会だよりをより身近に感じていただき、多くの方に読んでいただけるよう、
愛称の変更を検討しています。
お持ちのアイディアがございましたら、広報広聴常任委員会までお寄せください！

「 清 水 町 議 会 だ よ り 」 の 愛 称 を 一 緒 に 考 え ま せ ん か ？「 清 水 町 議 会 だ よ り 」 の 愛 称 を 一 緒 に 考 え ま せ ん か ？

〈応募方法〉
その1　　【フォームから応募】右記の QR コードよりフォームに記入・送信
その2　　【はがきで応募】氏名、新愛称、その愛称にした想いなどを記入・ポストに投函
　　　　　（清水町南4条2丁目2番地　議会事務局宛）
その3　　【FAX で応募】その2と同じ内容を FAX で送信（FAX 番号　0156-62-5160）

いとう


